
厚 生 労 働 省

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
平

成
1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
４

号
。

以
下

「
基

準
省

令
」

と
い

う
。

）
第

6
7
条

第
３

項
は

、
居

間
、

食
堂

等
の

設
備

に
つ

い
て

、
専

ら
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
を

規
定

し
て

い
る

が
、

た
だ

し
書

に
お

い
て

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

支
障

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
と

し
て

い
る

。
御

指
摘

の
通

知
は

、
上

記
の

規
定

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

の
居

間
及

び
食

堂
は

、
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

の
交

流
ス

ペ
ー

ス
と

共
用

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
旨

を
示

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
が

、
例

え
ば

事
業

所
が

小
規

模
で

あ
る

場
合

な
ど

で
、

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

居
間

及
び

食
堂

と
し

て
機

能
を

十
分

に
発

揮
し

得
る

適
当

な
広

さ
を

有
し

て
い

る
場

合
に

ま
で

、
共

有
す

る
こ

と
を

認
め

な
い

と
す

る
趣

旨
で

は
な

い
た

め
、

通
知

に
つ

い
て

必
要

な
見

直
し

を
検

討
す

る
。

提
案

団
体

の
支

障
事

例
が

解
消

さ
れ

る
よ

う
、

適
切

な
対

応
を

求
め

る
。

（
第

１
次

回
答

に
お

い
て

、
当

該
通

知
の

見
直

し
を

検
討

す
る

と
あ

る
が

、
見

直
し

に
あ

た
っ

て
は

自
治

体
の

意
見

を
踏

ま
え

た
内

容
と

す
る

と
と

も
に

、
関

係
団

体
へ

の
周

知
を

求
め

る
。

）

医 療 ・ 福 祉

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

居
間

及
び

食
堂

の
共

用
に

関
す

る
事

項
の

規
制

緩
和

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

居
間

及
び

食
堂

を
、

介
護

保
険

法
第

1
1
5
条

の
4
5
第

1
項

に
規

定
す

る
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

の
交

流
ス

ペ
ー

ス
と

し
て

共
用

す
る

こ
と

を
認

め
る

。
（

過
疎

地
域

指
定

や
、

人
口

○
千

人
未

満
の

自
治

体
な

ど
の

条
件

付
）

島
牧

村
島

牧
村

の
高

齢
化

率
は

2
0
1
5
年

1
月

1
日

現
在

で
4
1
.
5
％

（
道

内
1
2
位

）
と

な
っ

て
お

り
、

2
0
2
5
年

に
は

4
3
％

（
社

人
研

推
計

）
を

超
え

、
そ

の
後

も
増

加
し

て
い

く
見

込
み

で
あ

り
、

高
齢

化
社

会
に

向
け

た
対

応
は

当
村

の
重

要
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

現
在

、
自

立
し

た
生

活
が

困
難

に
な

っ
た

高
齢

者
は

、
隣

町
で

あ
る

寿
都

町
や

黒
松

内
町

の
老

人
ホ

ー
ム

に
入

所
し

て
い

る
が

、
で

き
る

だ
け

長
く

住
み

慣
れ

た
土

地
で

暮
せ

る
よ

う
、

老
人

ホ
ー

ム
入

所
の

前
段

階
で

利
用

す
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

や
、

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

村
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
要

望
に

応
え

る
た

め
に

、
小

規
模

多
機

能
施

設
を

核
に

し
た

複
合

施
設

の
建

設
を

平
成

3
0
年

度
に

計
画

し
て

お
り

、
施

設
開

設
後

は
現

在
村

で
実

施
し

て
い

る
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

の
移

行
を

予
定

し
て

い
る

が
、

移
行

検
討

し
て

い
る

の
は

「
要

介
護

」
の

利
用

者
と

し
て

い
る

た
め

、
「

要
支

援
」

の
利

用
者

は
別

の
場

所
で

実
施

す
る

「
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

」
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

と
な

り
、

今
ま

で
築

い
て

き
た

利
用

者
間

の
交

流
が

と
り

づ
ら

く
な

っ
て

し
ま

う
。

村
と

し
て

は
、

小
規

模
多

機
能

施
設

開
設

後
も

、
「

要
介

護
」

と
「

要
支

援
」

の
利

用
者

、
さ

ら
に

は
事

業
対

象
者

や
地

域
住

民
と

の
交

流
事

業
を

今
ま

で
ど

お
り

続
け

ら
れ

る
よ

う
に

し
た

い
と

考
え

て
お

り
、

小
規

模
多

機
能

施
設

内
で

「
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

」
も

実
施

で
き

る
よ

う
に

し
た

い
と

考
え

て
い

る
が

、
「

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
及

び
及

び
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

基
準

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

3
月

3
1

日
老

計
発

第
0
3
3
1
0
0
4
号

・
老

振
発

第
0
3
3
1
0
0
4
号

・
老

老
発

第
0
3
3
1
0
1
7
号

厚
生

労
働

省
老

建
局

計
画

・
振

興
・

老
人

保
健

課
長

連
名

通
知

）
（

抄
）

に
お

い
て

、
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
居

間
及

び
食

堂
を

指
定

通
所

介
護

等
の

機
能

訓
練

、
食

堂
及

び
介

護
保

険
法

1
1
5
条

の
4
5
第

1
項

に
規

定
す

る
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

の
交

流
ス

ペ
ー

ス
と

し
て

共
用

が
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

こ
れ

ら
の

支
障

が
解

消
さ

れ
れ

ば
、

当
村

の
よ

う
な

小
規

模
自

治
体

に
お

い
て

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
集

約
し

て
い

く
こ

と
で

、
経

費
削

減
や

予
算

の
効

率
的

執
行

が
可

能
に

な
る

ほ
か

、
村

・
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
者

・
社

協
な

ど
の

事
業

連
携

や
交

流
を

推
進

し
て

い
く

こ
と

で
、

利
用

者
の

満
足

度
の

向
上

も
期

待
で

き
る

。

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
及

び
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

基
準

に
つ

い
て

第
三

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
－

四
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

－
３

　
設

備
に

関
す

る
基

準
－

（
2
）

設
備

及
び

備
品

等
（

基
準

第
6
7

号
）

－
④

分 野
提

案
事

項
求

め
る

措
置

の
具

体
的

内
容

省
庁

か
ら

の
一

次
回

答

平
成

２
８

年
８

月
３

０
日

（
火

）

全
　

  
国

　
  

町
　

  
村

　
  

会

提
案

団
体

全
国

町
村

会
意

見
具

体
的

な
支

障
事

例
根

拠
法

令
等

平
成

２
８

年
地

方
分

権
改

革
に

関
す

る
提

案
募

集
に

対
す

る
意

見
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分 野
提

案
事

項
求

め
る

措
置

の
具

体
的

内
容

省
庁

か
ら

の
一

次
回

答
提

案
団

体
全

国
町

村
会

意
見

具
体

的
な

支
障

事
例

根
拠

法
令

等

そ の 他

地
方

創
生

推
進

交
付

金
事

業
な

ど
の

地
域

再
生

法
に

関
連

す
る

手
続

き
を

簡
略

化
し

、
年

度
当

初
か

ら
の

計
画

的
な

事
業

実
施

が
可

能
な

制
度

と
す

る

<
地

域
再

生
計

画
>

○
認

定
計

画
の

変
更

を
随

時
認

め
る

等
、

計
画

認
定

を
機

動
的

に
行

う
○

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
同

様
に

、
全

体
事

業
費

に
変

更
の

あ
っ

た
場

合
の

み
計

画
変

更
を

求
め

る
、

又
は

計
画

終
了

ま
で

を
通

算
し

て
事

業
費

の
２

割
を

超
え

な
い

限
り

、
途

中
年

度
で

の
変

更
を

求
め

な
い

こ
と

と
す

る
な

ど
、

計
画

変
更

を
求

め
る

範
囲

（
対

象
事

業
費

の
２

割
増

減
）

を
弾

力
化

す
る

<
地

方
創

生
推

進
交

付
金

>
○

内
示

時
期

を
可

能
な

限
り

早
め

る
と

と
も

に
、

内
示

前
の

事
前

着
手

を
柔

軟
に

認
め

る

<
制

度
全

体
>

○
計

画
認

定
・

交
付

決
定

な
ど

に
関

し
て

、
年

度
当

初
か

ら
の

執
行

が
可

能
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
早

期
に

示
す

秋
田

県
、

岩
手

県
(
共

同
提

案
団

体
：

北
海

道
、

鹿
角

市
、

山
形

県
、

鶴
岡

市
、

福
島

県
、

郡
山

市
、

南
会

津
町

、
茨

城
県

、
袖

ヶ
浦

市
、

神
奈

川
県

、
相

模
原

市
、

三
条

市
、

上
越

市
、

岐
阜

県
、

愛
知

県
、

名
古

屋
市

、
半

田
市

、
津

市
、

滋
賀

県
、

姫
路

市
、

加
古

川
市

、
島

根
県

、
岡

山
県

、
山

陽
小

野
田

市
、

宇
和

島
市

、
八

幡
浜

市
、

福
岡

県
、

長
崎

県
、

大
村

市
、

五
島

市
、

雲
仙

市
、

熊
本

県
、

大
分

県
、

延
岡

市
、

鹿
児

島
県

)

【
制

度
の

新
設

】
　

地
方

創
生

推
進

交
付

金
を

利
用

し
た

事
業

の
執

行
に

は
、

「
地

域
再

生
計

画
の

認
定

ま
た

は
変

更
の

認
定

」
と

「
同

交
付

金
の

交
付

決
定

」
が

前
提

と
さ

れ
て

い
る

。
今

年
度

に
つ

い
て

は
、

地
方

創
生

推
進

交
付

金
（

非
公

共
分

）
に

係
る

地
域

再
生

計
画

は
６

月
中

旬
ま

で
の

申
請

と
、

９
月

前
半

の
認

定
及

び
交

付
金

の
交

付
決

定
が

予
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

事
業

執
行

は
年

度
後

半
か

ら
と

な
り

、
繰

越
処

理
も

原
則

と
し

て
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

【
支

障
事

例
】

　
計

画
認

定
に

向
け

た
申

請
は

、
５

/
９

/
１

月
の

年
三

回
と

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

交
付

金
交

付
決

定
前

の
事

前
着

手
は

原
則

と
し

て
認

め
ら

れ
な

い
（

個
別

相
談

を
要

す
る

）
な

ど
、

年
間

の
計

画
的

な
事

業
実

施
に

困
難

が
予

想
さ

れ
る

。
　

具
体

的
に

は
、

来
年

度
以

降
の

計
画

認
定

・
交

付
決

定
に

つ
い

て
、

現
時

点
で

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

が
示

さ
れ

て
い

な
い

が
、

次
年

度
事

業
分

に
つ

い
て

変
更

認
定

を
要

す
る

複
数

年
度

計
画

や
新

た
に

認
定

を
要

す
る

新
年

度
開

始
事

業
の

計
画

な
ど

が
、

５
月

の
申

請
・

認
定

対
象

と
な

っ
た

場
合

、
今

年
度

同
様

に
年

度
途

中
か

ら
の

執
行

と
な

り
、

事
業

を
計

画
的

に
実

施
で

き
な

い
。

　
ま

た
、

対
象

事
業

費
の

２
割

を
超

え
る

増
減

の
あ

る
場

合
、

計
画

の
変

更
を

要
す

る
こ

と
か

ら
、

初
年

度
に

調
査

を
行

い
次

年
度

以
降

実
際

の
事

業
に

取
り

組
む

等
の

再
生

計
画

が
、

調
査

結
果

に
よ

り
概

算
の

計
画

事
業

費
に

変
動

が
生

じ
た

場
合

や
、

来
年

度
以

降
の

国
の

交
付

金
予

算
の

変
動

に
よ

っ
て

計
画

を
変

更
し

た
場

合
な

ど
、

そ
の

た
び

に
計

画
変

更
の

認
定

を
求

め
る

必
要

が
あ

る
。

地
域

再
生

法
第

5
条

乃
至

第
７

条
、

第
1
3
条

同
法

施
行

令
第

9
条 同

法
施

行
規

則
第

１
条

、
第

２
条

、
第

１
０

条
、

第
１

１
条

地
域

再
生

計
画

認
定

申
請

マ
ニ

ュ
ア

ル 地
方

創
生

推
進

交
付

金
に

関
す

る
Q
&
A

内 閣 府

<
地

域
再

生
計

画
>

○
地

域
再

生
計

画
の

変
更

認
定

に
は

審
査

に
時

間
を

要
し

、
変

更
認

定
を

随
時

認
め

た
場

合
の

事
務

負
担

は
膨

大
と

な
る

た
め

効
率

的
な

事
務

作
業

を
行

う
必

要
性

が
あ

る
こ

と
、

地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

中
長

期
的

な
展

望
を

見
据

え
た

変
更

を
検

討
い

た
だ

き
た

い
こ

と
等

か
ら

、
年

３
回

を
目

途
に

行
っ

て
い

る
認

定
申

請
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

合
わ

せ
て

変
更

申
請

を
受

け
付

け
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
軽

微
な

変
更

は
随

時
受

け
付

け
て

い
る

こ
と

、
認

定
地

域
再

生
計

画
に

係
る

相
談

は
随

時
可

能
で

あ
る

こ
と

、
一

定
の

事
前

着
手

は
認

め
る

取
扱

い
を

し
て

い
る

こ
と

等
、

地
方

公
共

団
体

の
過

度
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
弾

力
的

な
運

用
に

努
め

て
い

る
。

今
後

と
も

個
別

の
運

用
に

お
い

て
弾

力
的

な
対

応
を

し
て

い
く

と
と

も
に

、
地

方
公

共
団

体
等

の
要

望
を

踏
ま

え
適

切
に

対
応

し
て

ま
い

り
た

い
。

○
事

業
全

体
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

範
囲

で
の

軽
微

な
変

更
を

認
め

て
お

り
、

こ
の

場
合

、
地

域
再

生
計

画
の

変
更

申
請

を
要

し
な

い
こ

と
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

地
方

創
生

推
進

交
付

金
に

係
る

地
域

再
生

計
画

に
つ

い
て

は
、

そ
の

事
業

量
（

地
方

創
生

整
備

推
進

交
付

金
に

あ
っ

て
は

施
設

ご
と

の
整

備
量

又
は

種
類

ご
と

の
事

業
費

）
の

２
割

以
上

の
増

減
は

事
業

全
体

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
範

囲
の

変
更

と
は

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
計

画
の

変
更

申
請

が
必

要
と

な
る

。
今

後
と

も
個

別
の

運
用

に
お

い
て

弾
力

的
な

対
応

を
し

て
い

く
と

と
も

に
、

地
方

公
共

団
体

等
の

要
望

を
踏

ま
え

、
適

切
に

対
応

し
て

ま
い

り
た

い
。

<
地

方
創

生
推

進
交

付
金

>
○

地
方

創
生

推
進

交
付

金
に

つ
い

て
は

、
本

年
4
月

に
施

行
さ

れ
た

改
正

地
域

再
生

法
に

基
づ

き
創

設
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

今
年

度
（

平
成

2
8
年

度
）

が
初

年
度

で
あ

っ
た

た
め

、
2
8
年

度
の

開
始

前
年

に
年

間
の

交
付

決
定

等
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
示

す
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

が
、

来
年

度
（

平
成

2
9
年

度
）

以
降

に
つ

い
て

は
、

年
度

開
始

前
に

、
年

間
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
（

申
請

時
期

、
交

付
決

定
時

期
等

）
を

お
示

し
す

る
こ

と
と

し
た

い
。

○
事

業
の

事
前

着
手

に
つ

い
て

は
、

①
交

付
決

定
ま

で
事

業
着

手
を

遅
ら

せ
る

と
、

当
該

事
業

の
目

的
達

成
に

重
大

な
支

障
が

生
じ

う
る

こ
と

、
お

よ
び

②
地

方
公

共
団

体
の

予
算

計
上

に
当

た
り

、
対

象
と

な
る

事
業

に
つ

い
て

も
本

推
進

交
付

金
の

活
用

が
明

ら
か

で
、

単
な

る
財

源
振

替
で

は
な

い
場

合
に

は
、

交
付

決
定

以
前

の
事

業
着

手
を

可
能

と
す

る
取

扱
い

を
し

て
お

り
、

弾
力

的
な

運
用

に
努

め
て

い
る

。
<
制

度
全

体
>

○
地

域
再

生
計

画
に

つ
い

て
は

１
月

申
請

受
付

・
３

月
認

定
と

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

と
っ

て
お

り
、

交
付

決
定

に
つ

い
て

も
本

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
併

せ
て

実
施

す
る

こ
と

を
予

定
し

て
い

る
。

平
成

2
9
年

度
以

降
は

、
年

度
開

始
前

に
交

付
決

定
ま

で
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
お

示
し

す
る

こ
と

と
し

た
い

。

提
案

団
体

の
意

見
が

反
映

さ
れ

る
よ

う
積

極
的

に
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。
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提
案

事
項

根
拠

法
令

等
制

度
の

所
管

・
関

係
府

省
提

案
団

体
「
平

成
2
7
年

の
地

方
か

ら
の

提
案

等
に

関
す

る
対

応
方

針
」

町
村

の
都

市
計

画
の

決
定

に
関

す
る

都
道

府
県

の
同

意
の

廃
止

都
市

計
画

法
第

1
9
条

第
3
項

(市
町

村
の

都
市

計
画

の
決

定
）

国
土

交
通

省
全

国
町

村
会

酒
々

井
町

町
村

の
都

市
計

画
の

決
定

又
は

変
更

に
係

る
都

道
府

県
知

事
へ

の
同

意
を

要
す

る
協

議
（
1
9
 条

３
項

（
2
1
 条

２
項

で
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
）
に

つ
い

て
は

、
運

用
指

針
で

定
め

ら
れ

た
協

議
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
の

定
着

状
況

を
踏

ま
え

、
都

道
府

県
知

事
同

意
に

つ
い

て
、

平
成

3
0
年

ま
で

に
、

町
村

の
自

主
性

を
尊

重
す

る
観

点
に

留
意

し
、

廃
止

を
含

め
、

結
論

を
得

る
。

平
成

2
6
年

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
案

件
に

つ
い

て
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